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１）施設利用料
	施設の名称
	区分
	単位
	金額

	豊田湖畔公園
キャンプ場
	一般テントサイト
	一般
	宿泊
	１サイト１泊につき
	１，３００円

	
	
	
	休憩
	１サイト１日につき
	９００円

	
	
	ミニログ
ハウス
	宿泊
	１棟１泊につき
	７，４００円

	
	
	
	休憩
	１棟１日につき
	４，０００円

	
	オートキャンプサイト
	宿泊
	１サイト１泊につき
	４，０００円

	
	
	休憩
	１サイト１日につき
	１，９００円

	
	オートキャンプサイト
（AC電源、流し台付き）
	宿泊
	１サイト１泊につき
	５，３００円

	
	
	休憩
	１サイト１日につき
	３，２００円

	豊田湖畔公園
宿泊棟
	ケビン
定員４人
（ふな、こい）
	宿泊
	１棟１泊につき
	１３，８００円

	
	
	休憩
	１棟１日につき
	７，６００円

	豊田湖畔公園
宿泊棟
	ケビン
定員４人
（ふじ、もみじ、いのしし、うさぎ、しか、わかさぎ）
	宿泊
	１棟１泊につき
	１６，３００円

	
	
	休憩
	１棟１日につき
	８，８００円

	

	２階建ケビン
定員４人
（かぶとむし、くわがたむし、てんとうむし）
	宿泊
	１棟１泊につき
	２０，１００円

	
	
	休憩
	１棟１日につき
	１１，３００円

	
	ケビン
定員８人
（さくら）
	宿泊
	１棟１泊につき
	３０，２００円

	
	
	休憩
	１棟１日につき
	１３，８００円

	バーベキユー
施設
	午前１０時から午後４時まで
	区分ごとに１基につき
	３，３００円


	
	午後４時から午後９時まで
（宿泊者に限る。）
	
	

	イベント広場
	専用使用の場合
	１時間当たり
	１，０００円

	野外ステージ
	専用使用の場合
	１時間当たり
	５００円

	釣り桟橋
	釣りをする場合
	１人１日につき
	５００円



備考
１　「宿泊」とは豊田湖畔公園キャンプ場（以下「キャンプ場」という。）にあっては午後１時から翌日の午前１０時まで、豊田湖畔公園宿泊棟（以下「宿泊棟」という。）にあっては午後３時から翌日の午前１０時まで使用する場合をいい、「休憩」とは午前　１０時からその日の午後３時まで使用する場合をいう。
２　キャンプ場を宿泊又は休憩の区分の各時間帯を超えて使用した場合は、その超えた時間２時間につき５００円を徴収する。この場合において、超えた時間が２時間未満であるとき、又は超えた時間に２時間未満の端数があるときは、当該２時間未満の時間及び当該端数の時間は、２時間として計算する。
３　宿泊棟を宿泊又は休憩の区分の各時間帯を超えて使用した場合は、その超えた時間１時間につき１，０００円を徴収する。この場合において、超えた時間が１時間未満であるとき、又は超えた時間に１時間未満の端数があるときは、当該１時間未満の時間及び当該端数の時間は、１時間として計算する。
４　宿泊棟を定員を超えた人数で使用するときは、定員を超えた者１人につき次に掲げる額を徴収する。
（1） 　宿泊の場合
　ア　大人　１，２００円
　イ　子供　６００円
（2） 　休憩の場合
　ア　大人　６００円
　イ　子供　３００円
５　「大人」とは１２歳以上の者（小学校及びこれに準ずる学校に在籍する者を除く。）をいい、「子供」とは大人以外の者をいう。
６　野外ステージの夜間照明施設を使用する場合は、１時間当たり１，０００円を徴収する。

２）附属設備利用料
	区分
	単位
	金額

	手こぎボート
	２人乗り
	１時間につき
	１，０００円

	
	
	１日につき
	３，０００円

	
	３人乗り
	１時間につき
	１，２００円

	
	
	１日につき
	３，０００円

	ペダルボート（スワン）
	１時間につき
	１，２００円

	シャワー
	１回につき
	１００円




２　適用年月日
　　令和７年４月１日


